
消費税インボイス制度
における２割特例の概
要 �

２割特例とは何か

２割特例の定義と目的

２割特例は、インボイス制度の導入を契機に免
税事業者からインボイス発行事業者（課税事業
者）となった事業者が、納付する消費税額を一
定期間軽減できる制度です。

この制度は、消費税の負担を軽減し、インボイ
ス制度へのスムーズな移行を支援することを目
的としています。

具体的には、売上にかかる消費税の全額ではな
く、２割のみを納付することで、事業者の負担
を軽減します。

２割特例のメリット

消費税負担の軽減により、事業者の資金繰りが
改善される可能性があります。

インボイス制度への移行が段階的に行えるた
め、事業者は新制度に慣れる時間を確保できま
す。

例えば、売上に係る消費税額が50万円の場合、
２割特例を適用すると納付税額は10万円とな
り、大幅な負担軽減が期待できます。

適用可能な期間

２割特例は、令和５年10月１日から令和８年９
月30日までの日の属する課税期間に適用可能で
す。

個人事業者の場合、令和8年分まで適用可能で
す。

法人（3月決算の場合）は、令和9年3月期まで
適用可能です。

２割特例の適用条件

適用対象者の要件

インボイス発行事業者であることが必要です。
適格請求書発行事業者の登録を受けている必要
があります。

基準期間の課税売上高が1,000万円以下であるこ
とが条件です。基準期間とは、基本的に2年前
（法人は2事業年度前）を指します。

特定期間における課税売上高及び給与の額が
1,000万以下であることが求められます。特定期
間とは、基本的に前年の上半期のことを指しま
す。

適用ができない事業者

資本金1,000万円以上の新設法人などは対象外で
す。

国税庁のウェブサイトに掲載されているフロー
チャートを参照することで、適用可否を確認で
きます。

適用ができない課税期間に対するQ&Aも公表さ
れており、適宜参照が推奨されます。

申告手続き

２割特例を適用するにあたって事前の届出等は
不要です。

申告時には【付表６】の提出及び【第一表】の
「税額控除に係る経過措置の適用（2割特
例）」の欄に〇を付す必要があります。

詳細は確定申告の手引きを参照することが推奨
されます。

２割特例と簡易課税制度

簡易課税制度との関係

２割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間
中に、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提
出した場合、その提出した日の属する課税期間
から簡易課税制度の適用を受けることができま
す。

「消費税簡易課税制度選択届出書」は原則、適
用する課税期間の初日の前日までに提出する必
要があります。

ただし、2割特例を適用した翌期の課税期間中
に届出を提出することで、その課税期間から簡
易課税が適用できるということになります。

注意点

簡易課税を適用したい期間の初日の前日までに
「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しな
いと、適用ができない可能性があります。

簡易課税の適用対象期間に多額の設備投資を行
った場合、本則課税の方が有利になることがあ
ります。

すでに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提
出していると、本則課税が適用できないケース
も考えられます。

まとめ

２割特例は、消費税負担を軽減するために設け
られた制度ですが、適用には要件を満たす必要
があります。

適用条件や手続きについては、国税庁のガイド
ラインを確認し、正確に理解することが重要で
す。

簡易課税制度との関係についても注意が必要
で、適用時期や手続きに関する詳細を把握する
ことが求められます。


